
令和４年５月３１日 

定例記者会見資料 

国の各経済対策などの実施について 

国の方針により決定されている給付事業などの経済対策について、市では、補正予算の編成など

を行いながら適切に対応していきます。 

１ 令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 

コロナ禍において、真に生活に困っている方々への支援強化として、当該給付金について家計急

変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できてない世帯に対して、令

和４年度課税情報を活用したプッシュ型給付による臨時特別給付金（１世帯あたり 10 万円）を支

給します。（国の改正支給要領は令和４年６月１日発出予定） 

■支給対象 

(１) 基準日（令和４年６月１日）において世帯全員の令和４年度住民税均等割が非課税の世帯 

 (２) (１)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(１)の世帯と同様

の事情にあると認められる世帯 

 ※令和３年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給された世帯に、令和４年度非 

課税世帯等として再度支給されるものではない。 

■スケジュール（予定） 

対象世帯へ６月末を目途に支給案内等を送付するとともに、申請を受け付け、要件等を審査

のうえ７月より順次支給予定です。 

 

２ 令和４年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などに直面する低

所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別

給付金（対象児童１人につき５万円）を支給します。 

■支給対象 

(１) 令和４年４月分児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯） 

(２) (１)以外の令和４年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯（ひとり親世帯以外の低所

得の子育て世帯） 

■対象児童 

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童（障害児の場合は２０歳未満） 

 ■スケジュール（予定） 

  児童扶養手当受給者等、市で支給要件・振込口座等が把握できる支給対象者は、申請不要です。

６月末頃から順次支給を開始します（プッシュ型）。 

申請が必要な支給対象者の受付開始は、６月末以降の予定です。支給要件等審査を経て７月末

以降から順次支給開始の予定です。 

 

 

＜資料 ４＞ 

補正額 ３億円 

補正額 １億 １０５万円



３ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の 

申請期限延長及び求職活動要件の緩和について 

政府において決定された「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」に基づき、

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限延長、求職活動等要件の緩和を行いま

す。 

■給付額（支給期間３カ月） 

 

 

 

 

 

■変更点 

（１）申請期限の延長 

   【現行】令和４年６月末→【変更後】令和４年８月末 

  （２）求職活動等要件の緩和 

   【現行】月２回以上の公共職業安定所での職業相談 

→【変更後】月１回以上の公共職業安定所での職業相談 

   【現行】週１回以上の企業等への応募 

→【変更後】月１回以上の企業等への応募 

 

≪事業費に関する留意事項≫ 

１および２の事業については、専決にて予算編成された事務費が別途あります。 

事業全体の予算額は、上記「補正額」に「事務費」を加えた費用となります。 

 【１の事務費】   ３８４７万円 

 【２の事務費】   １０６１万円 

 

■問い合わせ １について 健康福祉部地域支援課       ０４２２－６０－１９４１ 

       ２について 子ども家庭部子ども子育て支援課  ０４２２－６０－１９６３ 

       ３について 健康福祉部生活福祉課       ０４２２－６０－１２５４ 

世帯人数 月額 

１人 ６００００円 

２人 ８００００円 

３人以上 １０００００円 

補正額 ３５０１万円 


